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第 ５ 章  参 考 資 料 

 

 

１．中高層建築物(３階以上)排水設備系統図(立図)例 
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別表第１ 設 計 用 符 号 集  

 

排水設備における排水管、ます
．．

及びその附属用具等の符号例 
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２．工場、事業場等の排水について 

 

公共下水道の処理開始が公示されると、各家庭、工場、事業場等の下水を公共下水道に

流入させるために必要な排水設備を設置しなくてはなりません。 

このうち、工場、事業場（特定施設を設置している特定事業場）等については、宇治市

公共下水道条例（以下、条例という。）第９条（特定事業場からの汚水の排出の制限）で定

めている下水排除基準に適合していない水質の汚水を排出してはならないと規定し、条例

第１０条（除害施設の設置等）では、下水排除基準に適合しない汚水を継続して排出する

者は除害施設を設け、または必要な措置をしなければならないと規定しています。 

 

（１）特定事業場 

工場、事業場で既に特定施設を設置している特定事業場（保健所へ法律上の届出義

務を履行しているもの）が公共下水道を使用する場合は、下水道法（以下，法という。）

により次の届出義務が課せられています。 

① 公共下水道使用届・・・・・・法第１１条の２第２項 

② 特定施設使用届 ・・・・・・法第１２条の３第３項 

特定施設から発生する廃水（原水）は、生活排水などの一般排水と合流させず、単

独に集水し汚水処理施設（除害施設）で処理し、処理水が下水道に排出される際に水

質等の確認ができるように一般排水の排水系統と可能な限り分離して、「公共汚水ま
．

す
．
」に接続する。 

 

（２）非特定事業場等 

非特定事業場等（特定事業場以外の事業場、例えば、ガソリンスタンド、食品製造

業、飲食店、その他及び特定事業場であっても排出する下水で直罰規定を受けないも

の）から「排水設備計画確認申請書」を提出しようとするときは、除害施設の設置の

有無、又は設置の必要があるかどうかについて事前に下水道管理課普及係と協議をす

る必要があります。 
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条例第１０条で定めている除害施設設置等の届出 

届出の様式 届 出 の 事 由  届出義務者 

第３項 

除害施設設置届出書 

規程第８条第１項 

様式第９号 

除害施設設置対象下水を公共下水道へ排除して 

いる事業場が除害施設の新設・増設・改築・又 

は使用方法を変更しようとするとき。 

（氏名変更・承認届を含む） 

当該除害施設の新設 

・増設・改築及び使

用の変更をしようと

する者 

第４項 

除害施設工事完了届

出書  

規程第８条第２項 

様式第１０号 

除害施設の新設等及び使用の方法の届をした場

合その届出に係る工事等が完了した場合（完了

した日から５日以内） 

当該届出をした者 

第５項 

既設除害施設届出書 

規程第８条第３項 

様式第１１号 

新たに処理区域となった際、既に除害施設を設

置していた場合 

（処理区域に定められてから３０日以内） 

除害施設を設置して

いた者 

第６項 

除害施設使用廃止届 

規程第８条第４項 

出書 様式第１２号 

届出済みの使用を廃止したとき。 当該除害施設の届出

をした者 
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下水道法による水質規制 

規制の目的 根拠条文 規制の手段 対 象 事 業 場  下水排除基準 水 質 項 目  

下水道施設の 

機能保全と損 

傷防止 

法第 12 条 除害施設の 

設置等 

処理区域内の事業場 条例で規定 

(第 10条) 

温度、水素イオン濃度(pH)、ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類、動植

物油脂)、よう素消費量 

放流水の水質

確保 

法第 12 条の 2 直罰適用による

下水排除制限 

 

 

処

理

区

域

内

の

事

業

場 

排水量 50 ㎥/日以上の特定

事業場 

法第 12 条の 2 第 1

項の政令(令第 9 条

の 4)で規定 

処理困難物質 

有害物質：カドミウム、シアン、有機りん化合物、鉛、六価クロム、ひ

素、水銀、アルキル水銀化合物、PCB，揮発性有機塩素化合物(10項目) 

チウラム，シマジン，チオベンカルブ，ベンゼン，セレン，ほう素，ふ

っ素，1,4-ジオキサン，ダイオキシン類 

生活環境項目：フェノール類、銅、亜鉛、鉄、マンガン、クロム 

条例で規定(第9条) 

(法第 12条の 2第 3

項) 

処理可能物質 

水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質(SS)、ノ

ルマルヘキサン抽出物質(鉱油類、動植物油脂)、窒素、りん 

排水量 50 ㎥/日未満で有害

物質を扱う特定事業場 

法第 12条の 2第 1 

項の政令(令第 9条 

の 4)で規定 

処理困難物質 

有害物質：カドミウム、シアン、有機りん化合物、鉛、六価クロム、ひ

素、水銀、アルキル水銀化合物、PCB，揮発性有機塩素化合物(10項目) 

チウラム，シマジン，チオベンカルブ，ベンゼン，セレン，ほう素，ふ

っ素，1,4-ジオキサン，ダイオキシン類 
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法第 12条の 11 除害施設の設置

等 

・非特定事業場からの下水 

・特定事業場からの、直罰 

による排除制限の対象とな

らない下水 

条例で規定 

(第 10条) 

有害物質：カドミウム、シアン、有機りん化合物、鉛、六価クロム、ひ

素、水銀、アルキル水銀化合物、PCB，揮発性有機塩素化合物(10項目) 

チウラム，シマジン，チオベンカルブ，ベンゼン，セレン，ほう素，ふ

っ素，1,4-ジオキサン，ダイオキシン類 

生活環境項目：フェノール類、銅、亜鉛、鉄、マンガン、クロム 

水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質(SS)、ノ

ルマルヘキサン抽出物質(鉱油類、動植物油脂)、窒素、りん 

横出し項目：ニッケル 

注１ 表中、「法」は下水道法を、「令」は下水道法施行令をいう。 

２ 特定事業場のうち温泉を利用しない旅館業は適用除外である。 
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３．排水設備工事の適正な見積り、請求について 

排水設備の工事費は、当初の見積り額と完了後の請求額との差をできるだけ少なくする

ため、事前に十分な現地調査を行い、公共汚水ます
．．

の深さ（または取付管の管底深さ）、敷

地内の地盤の高低差、各種衛生器具等の設置位置、計画管路延長等、現地の諸条件に即し

た排水管の配置、管底勾配及び各種ます
．．

等の設置を工事基準等に準拠して適正かつ経済的

な計画、施工をすることを常に心掛けていなければなりません。 

工事の契約は、事前に工事計画図、見積書を提示し十分な協議を行い施主の合意のもと

で工事の施工を行い、完了後は請求書、領収書の発行等請負契約に関する取引上の慣行を

必ず守らなければなりません。 

この契約は、指定工事業者が施主との間で直接契約を結んで施工する工事であり、原則

として指定工事業者の責任施工であり、請求する工事費についても施主と指定工事業者と

の間の私契約（民法上の請負契約）によって決定されるものであり、市が直接関与できな

いものであります。 

ただし、宇治市排水設備指定工事業者規程第７条（責務と遵守事項）で「工事は適正な

価格で誠実に行うこと」と規定しており、「不当に高い額」と判断される額を要求したとき

は、宇治市排水設備指定工事業者規程第１１条第２項に該当し、処分を受けることがあり

ます。 

 

私費施工取付管の管止め箇所について 

１敷地に対して２箇所目以降の公共汚水ます
．．

及び取付管については、申請者の負担にて

設置しています。 

従って、私費施工分の取付管が管止めの場合は、公共汚水ます
．．

設置工事費用を申請者に

対して直接請求して頂くことになりますので、取付管を２箇所以上設置している敷地につ

きましては、見積り前に十分な調査をする必要があります。 
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昭和 60 年 4 月 1 日制定 

 平成 12 年 8 月 1 日改訂 

 平成 23 年 4 月 1 日改訂 

 平成 24 年 4 月 1 日改訂 

 令和 3 年 8 月 1 日改訂 

令和 4 年 4 月 1 日改訂 

令和 5 年 4 月 1 日改訂 

 

 

 

                     

                                           

 

 


